
 

 
 

端
末
設
備
等
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案 

新
旧
対
照
表 

○
端
末
設
備
等
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
三
十
一
号
） 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
、
ゴ
シ
ッ
ク
体
は
必
要
的
諮
問
事
項
） 

改 
 

正 
 

案 

現 
 
 
 
 

行 

目
次 第

一
章 

総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
） 

第
二
章 

責
任
の
分
界
（
第
三
条
） 

第
三
章 

安
全
性
等
（
第
四
条
―
第
九
条
） 

第
四
章 

電
話
用
設
備
に
接
続
さ
れ
る
端
末
設
備 

第
一
節 

ア
ナ
ロ
グ
電
話
端
末
（
第
十
条
―
第
十
六
条
） 

第
二
節 

移
動
電
話
端
末
（
第
十
七
条
―
第
三
十
二
条
） 

第
三
節 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
端
末
（
第
三
十
二
条
の
二
―
第
三

十
二
条
の
九
） 

第
四
節 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
端
末
（
第
三
十
二
条
の
十
―

第
三
十
二
条
の
二
十
五
） 

第
五
章 

無
線
呼
出
用
設
備
に
接
続
さ
れ
る
端
末
設
備
（
第
三
十
三
条
・
第
三
十
四

条
） 

第
六
章 

総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
用
設
備
に
接
続
さ
れ
る
端
末
設
備
（
第
三
十
四
条
の

二
―
第
三
十
四
条
の
七
） 

第
七
章 

専
用
通
信
回
線
設
備
又
は
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
伝
送
用
設
備
に
接
続
さ
れ

る
端
末
設
備
（
第
三
十
四
条
の
八
・
第
三
十
四
条
の
九
） 

第
八
章 

特
殊
な
端
末
設
備
（
第
三
十
五
条
） 

第
九
章 

自
営
電
気
通
信
設
備
（
第
三
十
六
条
） 

附
則 

目
次 第

一
章 

（
同
上
） 

第
二
章 

（
同
上
） 

第
三
章 

（
同
上
） 

第
四
章 

（
同
上
） 

第
一
節 

（
同
上
） 

第
二
節 

（
同
上
） 

第
三
節 

（
同
上
） 

 

  

第
五
章 

（
同
上
） 

 

第
六
章 

（
同
上
） 

 

第
七
章 

（
同
上
） 

 
第
八
章 

（
同
上
） 

第
九
章 
（
同
上
） 

附
則 
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第
一
章 

総
則 

  

（
定
義
） 

第
二
条 

（
略
） 

２ 

こ
の
規
則
の
規
定
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
次
の
定
義
に
従
う
も
の
と
す
る
。 

一
～
三 

（
略
） 

四 

「
移
動
電
話
用
設
備
」
と
は
、
電
話
用
設
備
で
あ
つ
て
、
端
末
設
備
又
は
自
営

電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
に
お
い
て
電
波
を
使
用
す
る
も
の
を
い
う
。 

五 

「
移
動
電
話
端
末
」
と
は
、
端
末
設
備
で
あ
つ
て
、
移
動
電
話
用
設
備
（
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
用
設
備
を
除
く
。
）
に
接
続
さ
れ
る
も
の
を

い
う
。 

六
・
七 

（
略
） 

八 

「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
用
設
備
」
と
は
、
移
動
電
話
用
設

備
（
電
気
通
信
番
号
規
則
第
九
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
番
号
を

用
い
て
提
供
す
る
音
声
伝
送
役
務
の
用
に
供
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、

端
末
設
備
又
は
自
営
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
に
お
い
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ

ロ
ト
コ
ル
を
使
用
す
る
も
の
を
い
う
。 

九 

「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
端
末
」
と
は
、
端
末
設
備
で
あ
つ

て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
用
設
備
に
接
続
さ
れ
る
も
の
を
い

う
。 

十
～
二
十
一 

（
略
） 

二
十
二 

「
通
話
チ
ヤ
ネ
ル
」
と
は
、
移
動
電
話
用
設
備
と
移
動
電
話
端
末
又
は
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
端
末
の
間
に
設
定
さ
れ
、
主
と
し
て
音
声

の
伝
送
に
使
用
す
る
通
信
路
を
い
う
。 

  
 
 

第
一
章 

（
同
上
） 

  

（
定
義
） 

第
二
条 

（
同
上
） 

２ 

（
同
上
） 

一
～
三 

（
同
上
） 

四 

（
同
上
） 

 

五 

「
移
動
電
話
端
末
」
と
は
、
端
末
設
備
で
あ
つ
て
、
移
動
電
話
用
設
備
に
接
続

さ
れ
る
も
の
を
い
う
。 

 

六
・
七 

（
同
上
） 

        
八
～
十
九 

（
同
上
） 

二
十 
「
通
話
チ
ヤ
ネ
ル
」
と
は
、
移
動
電
話
用
設
備
と
移
動
電
話
端
末
の
間
に
設

定
さ
れ
、
主
と
し
て
音
声
の
伝
送
に
使
用
す
る
通
信
路
を
い
う
。 
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二
十
三 

「
制
御
チ
ヤ
ネ
ル
」
と
は
、
移
動
電
話
用
設
備
と
移
動
電
話
端
末
又
は
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
端
末
の
間
に
設
定
さ
れ
、
主
と
し
て
制
御

信
号
の
伝
送
に
使
用
す
る
通
信
路
を
い
う
。 

二
十
四
・
二
十
五 

（
略
） 

  
 
 

第
四
章 

電
話
用
設
備
に
接
続
さ
れ
る
端
末
設
備 

  
 
 
 

第
二
節 

移
動
電
話
端
末 

  

（
タ
イ
ム
ア
ラ
イ
ン
メ
ン
ト
制
御
） 

第
二
十
一
条 

移
動
電
話
端
末
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
条
件
に
適
合
す
る
タ

イ
ム
ア
ラ
イ
ン
メ
ン
ト
制
御
（
移
動
電
話
端
末
が
、
移
動
電
話
用
設
備
（
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
用
設
備
を
除
く
。
以
下
こ
の
節
及
び
別
表
第
四
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
指
示
さ
れ
た
値
に
従
い
送
信
タ
イ
ミ
ン
グ
を
調
整
す
る
こ
と

を
い
う
。
）
を
行
う
機
能
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
位
置
登
録
制
御
） 

第
二
十
二
条 

移
動
電
話
端
末
は
、
位
置
登
録
制
御
（
移
動
電
話
端
末
が
、
移
動
電
話

用
設
備
に
位
置
情
報
（
移
動
電
話
端
末
の
位
置
を
示
す
情
報
を
い
う
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
登
録
を
行
う
こ
と
を
い
う
。
）
に
関
す
る
次
の
機
能
を
備
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
・
二 

（
略
） 

  
 
 
 

第
三
節 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
端
末 

 

二
十
一 

「
制
御
チ
ヤ
ネ
ル
」
と
は
、
移
動
電
話
用
設
備
と
移
動
電
話
端
末
の
間
に

設
定
さ
れ
、
主
と
し
て
制
御
信
号
の
伝
送
に
使
用
す
る
通
信
路
を
い
う
。 

 

二
十
二
・
二
十
三 

（
同
上
） 

  
 
 

第
四
章 

（
同
上
） 

  
 
 
 

第
二
節 

（
同
上
） 

 

（
タ
イ
ム
ア
ラ
イ
ン
メ
ン
ト
制
御
） 

第
二
十
一
条 

移
動
電
話
端
末
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
条
件
に
適
合
す
る
タ

イ
ム
ア
ラ
イ
ン
メ
ン
ト
制
御
（
移
動
電
話
端
末
が
、
移
動
電
話
用
設
備
か
ら
指
示
さ

れ
た
値
に
従
い
送
信
タ
イ
ミ
ン
グ
を
調
整
す
る
こ
と
を
い
う
。
）
を
行
う
機
能
を
備

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

（
位
置
登
録
制
御
） 

第
二
十
二
条 

移
動
電
話
端
末
は
、
位
置
登
録
制
御
（
移
動
電
話
端
末
が
、
移
動
電
話

用
設
備
に
位
置
情
報
（
移
動
電
話
端
末
の
位
置
を
示
す
情
報
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

の
登
録
を
行
う
こ
と
を
い
う
。
）
に
関
す
る
次
の
機
能
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
一
・
二 

（
同
上
） 

  
 
 
 

第
三
節 

（
同
上
） 
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（
基
本
的
機
能
） 

第
三
十
二
条
の
二 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
端
末
は
、
次
の
機
能
を
備
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

（
略
） 

二 

通
信
を
終
了
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
呼
の
切
断
、
解
放
若
し
く
は
取
消
し
を

行
う
た
め
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
又
は
当
該
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
対
応
す
る
た
め
の
メ
ッ
セ

ー
ジ
（
以
下
「
通
信
終
了
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
と
い
う
。
）
を
送
出
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
。 

  
 
 
 

第
四
節 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
端
末 

  

（
基
本
的
機
能
） 

第
三
十
二
条
の
十 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
端
末
は
、
次
の
機
能
を

備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

発
信
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
発
信
を
要
求
す
る
信
号
を
送
出
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。 

二 

応
答
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
応
答
を
確
認
す
る
信
号
を
送
出
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。 

三 

通
信
を
終
了
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
チ
ヤ
ネ
ル
を
切
断
す
る
信
号
を
送
出
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

四 

発
信
又
は
応
答
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
呼
の
設
定
を
行
う
た
め
の
メ
ッ
セ

ー
ジ
又
は
当
該
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
対
応
す
る
た
め
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
出
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。 

五 

通
信
を
終
了
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
通
信
終
了
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
出
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。 

（
基
本
的
機
能
） 

第
三
十
二
条
の
二 

（
同
上
） 

 

一 

（
同
上
） 

二 

通
信
を
終
了
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
呼
の
切
断
、
解
放
若
し
く
は
取
消
し
を

行
う
た
め
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
又
は
当
該
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
対
応
す
る
た
め
の
メ
ッ
セ

ー
ジ
（
次
条
に
お
い
て
「
通
信
終
了
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
と
い
う
。
）
を
送
出
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。 
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（
発
信
の
機
能
） 

第
三
十
二
条
の
十
一 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
端
末
は
、
発
信
に
関

す
る
次
の
機
能
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

発
信
に
際
し
て
相
手
の
端
末
設
備
か
ら
の
応
答
を
自
動
的
に
確
認
す
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
電
気
通
信
回
線
か
ら
の
応
答
が
確
認
で
き
な
い
場
合
呼
の
設
定
を

行
う
た
め
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
送
出
終
了
後
一
二
八
秒
以
内
に
通
信
終
了
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
送
出
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

二 

自
動
再
発
信
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
回
数
は
三
回
以
内
で
あ
る
こ

と
。
た
だ
し
、
最
初
の
発
信
か
ら
三
分
を
超
え
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
別
の
発
信

と
み
な
す
。 

三 

前
号
の
規
定
は
、
火
災
、
盗
難
そ
の
他
の
非
常
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
適
用
し

な
い
。 

 

（
送
信
タ
イ
ミ
ン
グ
） 

第
三
十
二
条
の
十
二 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
端
末
は
、
総
務
大
臣

が
別
に
告
示
す
る
条
件
に
適
合
す
る
送
信
タ
イ
ミ
ン
グ
で
送
信
す
る
機
能
を
備
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
ラ
ン
ダ
ム
ア
ク
セ
ス
制
御
） 

第
三
十
二
条
の
十
三 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
端
末
は
、
総
務
大
臣

が
別
に
告
示
す
る
条
件
に
適
合
す
る
ラ
ン
ダ
ム
ア
ク
セ
ス
制
御
（
複
数
の
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
端
末
か
ら
の
送
信
が
衝
突
し
た
場
合
、
再
び
送
信
が

衝
突
す
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
に
各
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
端

末
が
そ
れ
ぞ
れ
不
規
則
な
遅
延
時
間
の
後
に
再
び
送
信
す
る
こ
と
を
い
う
。
）
を
行
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う
機
能
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
（
タ
イ
ム
ア
ラ
イ
ン
メ
ン
ト
制
御
） 

第
三
十
二
条
の
十
四 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
端
末
は
、
総
務
大
臣

が
別
に
告
示
す
る
条
件
に
適
合
す
る
タ
イ
ム
ア
ラ
イ
ン
メ
ン
ト
制
御
（
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
端
末
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
用

設
備
か
ら
指
示
さ
れ
た
値
に
従
い
送
信
タ
イ
ミ
ン
グ
を
調
整
す
る
こ
と
を
い
う
。
）

を
行
う
機
能
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
位
置
登
録
制
御
） 

第
三
十
二
条
の
十
五 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
端
末
は
、
総
務
大
臣

が
別
に
告
示
す
る
条
件
に
適
合
す
る
位
置
登
録
制
御
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ

ル
移
動
電
話
端
末
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
用
設
備
に
位
置
情

報
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
端
末
の
位
置
を
示
す
情
報
を
い
う
。
）

の
登
録
を
行
う
こ
と
を
い
う
。
）
を
行
う
機
能
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
チ
ヤ
ネ
ル
切
替
指
示
に
従
う
機
能
） 

第
三
十
二
条
の
十
六 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
端
末
は
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
用
設
備
か
ら
の
チ
ヤ
ネ
ル
を
指
定
す
る
信
号
を
受

信
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
指
定
さ
れ
た
チ
ヤ
ネ
ル
に
切
り
替
え
る
機
能
を
備
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
受
信
レ
ベ
ル
通
知
機
能
） 

第
三
十
二
条
の
十
七 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
端
末
は
、
総
務
大
臣

が
別
に
告
示
す
る
条
件
に
適
合
す
る
受
信
レ
ベ
ル
の
通
知
に
関
す
る
機
能
を
備
え
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
（
送
信
停
止
指
示
に
従
う
機
能
） 

第
三
十
二
条
の
十
八 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
端
末
は
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
用
設
備
か
ら
の
チ
ヤ
ネ
ル
の
切
断
を
要
求
す
る
信

号
を
受
信
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
確
認
を
す
る
信
号
を
送
出
し
、
送
信
を
停

止
す
る
機
能
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
受
信
レ
ベ
ル
等
の
劣
化
時
の
自
動
的
な
送
信
停
止
機
能
） 

第
三
十
二
条
の
十
九 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
端
末
は
、
通
信
中
の

受
信
レ
ベ
ル
又
は
伝
送
品
質
が
著
し
く
劣
化
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
自
動
的
に
送

信
を
停
止
す
る
機
能
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
故
障
時
の
自
動
的
な
送
信
停
止
機
能
） 

第
三
十
二
条
の
二
十 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
端
末
は
、
故
障
に
よ

り
送
信
が
継
続
的
に
行
わ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
自
動
的
に
そ
の
送
信
を
停
止
す

る
機
能
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
重
要
通
信
確
保
の
た
め
の
機
能
） 

第
三
十
二
条
の
二
十
一 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
端
末
は
、
重
要
通

信
を
確
保
す
る
た
め
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
用
設
備
か
ら
の
発

信
の
規
制
を
要
求
す
る
信
号
を
受
信
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
発
信
し
な
い
機
能
を

備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
ふ
く
そ
う
通
知
機
能
） 
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第
三
十
二
条
の
二
十
二 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
端
末
は
、
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
用
設
備
か
ら
ふ
く
そ
う
が
発
生
し
て
い
る
旨
の

信
号
を
受
信
し
た
場
合
に
そ
の
旨
を
利
用
者
に
通
知
す
る
た
め
の
機
能
を
備
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
緊
急
通
報
機
能
） 

第
三
十
二
条
の
二
十
三 
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
端
末
で
あ
つ
て
、

通
話
の
用
に
供
す
る
も
の
は
、
緊
急
通
報
を
発
信
す
る
機
能
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

 

（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
端
末
固
有
情
報
の
変
更
を
防
止
す
る

機
能
） 

第
三
十
二
条
の
二
十
四 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
端
末
は
、
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
端
末
固
有
情
報
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル

移
動
電
話
端
末
を
特
定
す
る
た
め
の
情
報
で
あ
つ
て
、
チ
ヤ
ネ
ル
の
設
定
に
当
た
つ

て
使
用
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
関
す
る
次
の
機
能
を
備
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

一 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
端
末
固
有
情
報
を
記
憶
す
る
装
置

は
、
容
易
に
取
外
し
が
で
き
な
い
こ
と
。 

二 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
端
末
固
有
情
報
は
、
容
易
に
書
換
え

が
で
き
な
い
こ
と
。 

三 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
端
末
固
有
情
報
の
う
ち
利
用
者
が

直
接
使
用
す
る
も
の
以
外
に
つ
い
て
は
、
容
易
に
知
得
が
で
き
な
い
こ
と
。 

 

（
特
殊
な
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
端
末
） 
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第
三
十
二
条
の
二
十
五 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
端
末
の
う
ち
、
第

三
十
二
条
の
十
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
著
し
く
不
合
理
な
も
の
で

あ
つ
て
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
も
の
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
総

務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  
 
 

第
九
章 

自
営
電
気
通
信
設
備 

 

（
自
営
電
気
通
信
設
備
） 

第
三
十
六
条 

第
三
条
か
ら
前
条
（
第
八
条
第
三
号
を
除
く
。
）
ま
で
の
規
定
は
、
自

営
電
気
通
信
設
備
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
九
条
中
「
端
末

設
備
を
」
と
あ
る
の
は
「
自
営
電
気
通
信
設
備
を
」
と
、
同
条
中
「
端
末
設
備
は
」

と
あ
る
の
は
「
自
営
電
気
通
信
設
備
（
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
も
の
に
限
る
。
）

は
」
と
、
第
十
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
の
規
定
及
び
別
表
第
三
号
中
「
ア
ナ
ロ
グ
電

話
端
末
」
と
あ
る
の
は
「
自
営
電
気
通
信
設
備
で
あ
つ
て
、
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備

に
接
続
さ
れ
る
点
に
お
い
て
二
線
式
の
接
続
形
式
で
接
続
さ
れ
る
も
の
」
と
、
第
十

七
条
か
ら
第
三
十
二
条
ま
で
の
規
定
及
び
別
表
第
四
号
中
「
移
動
電
話
端
末
」
と
あ

る
の
は
「
自
営
電
気
通
信
設
備
で
あ
つ
て
、
移
動
電
話
用
設
備
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
用
設
備
を
除
く
。
）
に
接
続
さ
れ
る
も
の
」
と
、
第
三
十
二

条
の
二
か
ら
第
三
十
二
条
の
九
ま
で
の
規
定
及
び
別
表
第
五
号
中
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
端
末
」
と
あ
る
の
は
「
自
営
電
気
通
信
設
備
で
あ
つ
て
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
に
接
続
さ
れ
る
も
の
」
と
、
第
三
十
二
条
の

十
か
ら
第
三
十
二
条
の
二
十
五
ま
で
の
規
定
中
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移

動
電
話
端
末
」
と
あ
る
の
は
「
自
営
電
気
通
信
設
備
で
あ
つ
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
用
設
備
に
接
続
さ
れ
る
も
の
」
と
、
第
三
十
三
条
及
び
第
三

十
四
条
の
規
定
中
「
無
線
呼
出
端
末
」
と
あ
る
の
は
「
自
営
電
気
通
信
設
備
で
あ
つ

      
 
 

第
九
章 

（
同
上
） 

 

（
自
営
電
気
通
信
設
備
） 

第
三
十
六
条 

第
三
条
か
ら
前
条
（
第
八
条
第
三
号
を
除
く
。
）
ま
で
の
規
定
は
、
自

営
電
気
通
信
設
備
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
九
条
中
「
端
末

設
備
を
」
と
あ
る
の
は
「
自
営
電
気
通
信
設
備
を
」
と
、
同
条
中
「
端
末
設
備
は
」

と
あ
る
の
は
「
自
営
電
気
通
信
設
備
（
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
も
の
に
限
る
。
）

は
」
と
、
第
十
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
の
規
定
及
び
別
表
第
三
号
中
「
ア
ナ
ロ
グ
電

話
端
末
」
と
あ
る
の
は
「
自
営
電
気
通
信
設
備
で
あ
つ
て
、
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備

に
接
続
さ
れ
る
点
に
お
い
て
二
線
式
の
接
続
形
式
で
接
続
さ
れ
る
も
の
」
と
、
第
十

七
条
か
ら
第
三
十
二
条
ま
で
の
規
定
及
び
別
表
第
四
号
中
「
移
動
電
話
端
末
」
と
あ

る
の
は
「
自
営
電
気
通
信
設
備
で
あ
つ
て
、
移
動
電
話
用
設
備
に
接
続
さ
れ
る
も
の
」

と
、
第
三
十
二
条
の
二
か
ら
第
三
十
二
条
の
九
ま
で
の
規
定
及
び
別
表
第
五
号
中

「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
端
末
」
と
あ
る
の
は
「
自
営
電
気
通
信
設
備

で
あ
つ
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
に
接
続
さ
れ
る
も
の
」
と
、

第
三
十
三
条
及
び
第
三
十
四
条
の
規
定
中
「
無
線
呼
出
端
末
」
と
あ
る
の
は
「
自
営

電
気
通
信
設
備
で
あ
つ
て
、
無
線
呼
出
用
設
備
に
接
続
さ
れ
る
も
の
」
と
、
第
三
十

四
条
の
二
か
ら
第
三
十
四
条
の
七
ま
で
の
規
定
及
び
別
表
第
五
号
中
「
総
合
デ
ジ
タ

ル
通
信
端
末
」
と
あ
る
の
は
「
自
営
電
気
通
信
設
備
で
あ
つ
て
、
総
合
デ
ジ
タ
ル
通

信
用
設
備
に
接
続
さ
れ
る
も
の
」
と
、
第
三
十
四
条
の
八
及
び
第
三
十
四
条
の
九
の

9



 

 

て
、
無
線
呼
出
用
設
備
に
接
続
さ
れ
る
も
の
」
と
、
第
三
十
四
条
の
二
か
ら
第
三
十

四
条
の
七
ま
で
の
規
定
及
び
別
表
第
五
号
中
「
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
端
末
」
と
あ
る

の
は
「
自
営
電
気
通
信
設
備
で
あ
つ
て
、
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
用
設
備
に
接
続
さ
れ

る
も
の
」
と
、
第
三
十
四
条
の
八
及
び
第
三
十
四
条
の
九
の
規
定
中
「
専
用
通
信
回

線
設
備
等
端
末
」
と
あ
る
の
は
「
自
営
電
気
通
信
設
備
で
あ
つ
て
、
専
用
通
信
回
線

設
備
又
は
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
伝
送
用
設
備
に
接
続
さ
れ
る
も
の
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。 

 

規
定
中
「
専
用
通
信
回
線
設
備
等
端
末
」
と
あ
る
の
は
「
自
営
電
気
通
信
設
備
で
あ

つ
て
、
専
用
通
信
回
線
設
備
又
は
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
伝
送
用
設
備
に
接
続
さ
れ
る
も

の
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 
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○
端
末
機
器
の
技
術
基
準
適
合
認
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
六
年
総
務
省
令
第
十
五
号
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 

正 
 

案 

現 
 
 
 
 

行 

（
対
象
と
す
る
端
末
機
器
） 

第
三
条 

法
第
五
十
三
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
種
類
の
端
末
設
備
の
機
器

は
、
次
の
端
末
機
器
と
す
る
。 

一 

ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
（
電
話
用
設
備
（
電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
す
る
電
気

通
信
回
線
設
備
で
あ
っ
て
、
主
と
し
て
音
声
の
伝
送
交
換
を
目
的
と
す
る
電
気
通

信
役
務
の
用
に
供
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
、
端
末
設
備
又

は
自
営
電
気
通
信
設
備
を
接
続
す
る
点
に
お
い
て
ア
ナ
ロ
グ
信
号
を
入
出
力
と

す
る
も
の
を
い
う
。
）
又
は
移
動
電
話
用
設
備
（
電
話
用
設
備
で
あ
っ
て
、
端
末

設
備
又
は
自
営
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
に
お
い
て
電
波
を
使
用
す
る
も
の
を

い
う
。
）
に
接
続
さ
れ
る
電
話
機
、
構
内
交
換
設
備
、
ボ
タ
ン
電
話
装
置
、
変
復

調
装
置
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
そ
の
他
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
端
末
機
器
（
第
三

号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。） 

二 

（
略
） 

三 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
用
設
備
（
移
動
電
話
用
設
備
（
電
気

通
信
番
号
規
則
第
九
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
番
号
を
用
い
て

提
供
す
る
音
声
伝
送
役
務
の
用
に
供
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
端
末
設

備
又
は
自
営
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
に
お
い
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ

ル
を
使
用
す
る
も
の
を
い
う
。
）
に
接
続
さ
れ
る
端
末
機
器 

四
～
六 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 

（
対
象
と
す
る
端
末
機
器
） 

第
三
条 

（
同
上
） 

 

一 

ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
（
電
話
用
設
備
（
電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
す
る
電
気

通
信
回
線
設
備
で
あ
っ
て
、
主
と
し
て
音
声
の
伝
送
交
換
を
目
的
と
す
る
電
気
通

信
役
務
の
用
に
供
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
、
端
末
設
備
又

は
自
営
電
気
通
信
設
備
を
接
続
す
る
点
に
お
い
て
ア
ナ
ロ
グ
信
号
を
入
出
力
と

す
る
も
の
を
い
う
。
）
又
は
移
動
電
話
用
設
備
（
電
話
用
設
備
で
あ
っ
て
、
端
末

設
備
又
は
自
営
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
に
お
い
て
電
波
を
使
用
す
る
も
の
を

い
う
。
）
に
接
続
さ
れ
る
電
話
機
、
構
内
交
換
設
備
、
ボ
タ
ン
電
話
装
置
、
変
復

調
装
置
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
そ
の
他
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
端
末
機
器 

 

二 

（
同
上
） 

     
三
～
五 

（
同
上
） 

２ 

（
同
上
） 
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（
検
証
等
） 

第
四
十
一
条 

（
略
） 

２
・
３ 
（
略
） 

４ 

法
第
六
十
三
条
第
四
項
の
検
証
に
係
る
記
録
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

（
略
） 

二 

特
定
端
末
機
器
の
設
計 

三
～
五 

（
略
） 

六 

検
証
の
経
過
（
試
験
に
あ
っ
て
は
、
試
験
結
果
を
含
む
。
）
及
び
結
果 

５
～
11 

（
略
） 

（
検
証
等
） 

第
四
十
一
条 

（
同
上
） 

２
・
３ 

（
同
上
） 

４ 

（
同
上
） 

 

一 

（
同
上
） 

 

二
～
四 

（
同
上
） 

五 

検
証
の
結
果 

５
～
11 

（
同
上
） 

様
式
第
１
号
（
第
５
条
、
第
６
条
及
び
第

2
5
条
関
係
）

 

登
 
 
録

 

登
録
更
新
 
申
請
書

 

承
 
 
認

 

年
 
 
月
 
 
日
 

総
務
大
臣
 
殿

 

郵
便
番
号

 

住
 
 
所

 

（
ふ
り
が
な
）

 

氏
 
 
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者

の
氏
名
。
記
名
押
印
又
は
署
名
）

 

電
話
番
号

 

登
録
番
号
及
び
登
録
年
月
日

 

 

第
86

条
第
１
項
の
登

録
 

様
式
第
１
号
（
第
５
条
、
第
６
条
及
び
第

2
5
条
関
係
）

 

登
 
 
録

 

登
録
更
新
 
申
請
書

 

承
 
 
認

 

年
 
 
月
 
 
日
 

 

総
務
大
臣
 
殿

 

郵
便
番
号

 

住
 
 
所

 

（
ふ
り
が
な
）

 

氏
 
 
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者

 

の
氏
名
。
記
名
押
印
又
は
署
名
）

 

電
話
番
号

 

 

 

第
86

条
第
１
項
の
登
録
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電
気
通
信
事
業
法
 
第

88
条
第
２
項
の
登
録
の
更
新
 
 
を
受
け
た
い
の
で
、
下

第
1
0
4
条
第
１
項
の
承
認

 

記
の
と
お
り
申
請
し
ま
す
。

 

記
 

１
～
５
 
（
略
）

 

 注
１

 
登

録
番

号
及

び
登

録
年

月
日

は
、

登
録

の
更

新
の

申
請

に
限

り
記

載
す

る
こ

と
。

 

２
 
（
略
）

 

３
 
技
術
基
準
適
合
認
定
の
た
め
の
審
査
に
用
い
る
測
定
器
等
の
概
要
に
は
、
測
定

器
等
ご
と
に
、
そ
の
名
称
又
は
型
式
、
主
な
仕
様
、
製
造
事
業
者
名
、
所
在
の
場

所
、
そ
の
所
有
、
借
入
れ
又
は
委
託
の
別

及
び
審
査
が
可
能
な
端
末
機
器
の
種
類

ご
と
の
技
術
基
準
を
記
載
す
る
こ
と
。
全

部
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

は
、
別
紙
に
記
載
す
る
旨
を
記
載
し
、
こ

の
様
式
に
定
め
る
規
格
の
用
紙
に
記
載

す
る
こ
と
。

 

４
～
７
 
（
略
）

 

電
気
通
信
事
業
法
 
第

88
条
第
２
項
の
登
録
の
更
新
 
 
を
受
け
た
い
の
で
、
下

 

第
1
0
4
条
第
１
項
の
承
認

 

記
の
と
お
り
申
請
し
ま

す
。

 

記
 

１
～
５
 
（
同
上
）

 

   注
１
 
（
同
上
）

 

２
 
技
術
基
準
適
合
認
定
の
た
め
の
審
査
に
用
い
る
測
定
器
等
の
概
要
に
は
、
測
定

器
等
ご
と
に
、
そ
の
名
称
又
は
型
式
、
主
な
仕
様
、
製
造
事
業
者
名
、
所
在
の
場

所
、
そ
の
所
有
又
は
借
入
れ
の
別
及
び
審
査
が
可
能
な
端
末
機
器
の
種
類
ご
と
の

技
術
基
準
を
記
載
す
る
こ
と
。
全
部
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
は
、
別

紙
に
記
載
す
る
旨
を
記
載
し
、
こ
の
様
式
に
定
め
る
規
格
の
用
紙
に
記
載
す
る
こ

と
。

 

３
～
６
 
（
同
上
）

 

様
式
第
７
号
（
第
1
0
条
、
第
2
2
条
、
第
2
9
条
及
び
第

3
8
条
関
係
）

 

（
略
）

 

端
末
機
器
の
種
類

 
記
号

 

一
 
第
３
条

第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
端
末
機
器

 

 

Ａ
 

二
 
第
３
条

第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
端
末
機
器

 

 

Ｅ
 

三
 
第
３
条

第
１
項
第
３
号
に
掲
げ
る
端
末
機
器

 
Ｆ

 

四
 
第
３
条

第
１
項
第
４
号
に
掲
げ
る
端
末
機
器

 
Ｂ

 

様
式
第
７
号
（
第
1
0
条
、
第
2
2
条
、
第
2
9
条
及
び
第

3
8
条
関
係
）

 

（
同
上
）

 

端
末
機
器
の
種
類

 
記
号

 

一
 

ア
ナ

ロ
グ

電
話

用
設

備
又

は
移

動
電

話
用

設
備

に
接

続
さ

れ
る

端

末
機
器

 

Ａ
 

二
 

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
プ

ロ
ト

コ
ル

電
話

用
設

備
に

接
続

さ
れ

る
端

末

機
器

 

Ｅ
 

 
 

三
 
無
線
呼
出
用
設
備
に
接
続
さ
れ
る
端
末
機
器

 
Ｂ
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五
 
第
３
条

第
１
項
第
５
号
に
掲
げ
る
端
末
機
器

 
Ｃ

 

六
 
第
３
条

第
１
項
第
６
号
に
掲
げ
る
端
末
機
器

 

 

Ｄ
 

 

四
 
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
用
設
備
に
接
続
さ
れ
る
端
末
機
器

 
Ｃ

 

五
 

専
用

通
信

回
線

設
備

又
は

デ
ジ

タ
ル

デ
ー

タ
伝

送
用

設
備

に
接

続

さ
れ
る
端
末
機
器

 

Ｄ
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○
事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
三
十
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
、
ゴ
シ
ッ
ク
体
は
必
要
的
諮
問
事
項
）

改

正

案

現

行

（
定
義
）

（
定
義
）

第
三
条

第
三
条

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
」
と
は
、
事
業
用
電
気
通
信
回
線

六

「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
」
と
は
、
事
業
用
電
気
通
信
回
線

設
備
及
び
法
第
四
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
設
備
の
う
ち
、
端
末
設
備

設
備
及
び
法
第
四
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
設
備
の
う
ち
、
端
末
設
備

等
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
を
使
用
し
て
パ
ケ
ッ
ト
交
換
網
に
接
続
す
る
も

等
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
を
使
用
し
て
パ
ケ
ッ
ト
交
換
網
に
接
続
す
る
も

の
（
次
号
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
音
声
伝
送
役
務
の
提
供
の
用

の
で
あ
つ
て
、
音
声
伝
送
役
務
の
提
供
の
用
に
供
す
る
も
の
を
い
う
。

に
供
す
る
も
の
を
い
う
。

七

「
携
帯
電
話
用
設
備
」
と
は
、
事
業
用
電
気
通
信
回
線
設
備
の
う
ち
、
無
線
設
備

七

（
同
上
）

規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
第
三
条
第
一
号
に
規
定

す
る
携
帯
無
線
通
信
に
よ
る
電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
用
に
供
す
る
も
の
を
い
う
。

八
～
九

（
略
）

八
～
九

（
略
）

第
四
款

携
帯
電
話
用
設
備
及
び
Ｐ
Ｈ
Ｓ
用
設
備

第
四
款

（
同
上
）

（
通
話
品
質
）

（
通
話
品
質
）
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第
三
十
五
条
の
十
八

電
気
通
信
事
業
者
は
、
当
該
電
気
通
信
事
業
者
の
設
置
す
る
事
業

第
三
十
五
条
の
十
八

電
気
通
信
事
業
者
は
、
当
該
電
気
通
信
事
業
者
の
設
置
す
る
事
業

用
電
気
通
信
回
線
設
備
に
接
続
す
る
端
末
設
備
等
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
携

用
電
気
通
信
回
線
設
備
に
接
続
す
る
端
末
設
備
等
相
互
間
の
通
話
（
ア
ナ
ロ
グ
電
話
端

帯
電
話
用
設
備
（
携
帯
電
話
用
設
備
で
あ
つ
て
、
端
末
設
備
等
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ

末
と
の
間
の
通
話
を
含
む
。
）
に
お
け
る
通
話
品
質
に
関
し
、
あ
ら
か
じ
め
基
準
を
定

ロ
ト
コ
ル
を
使
用
し
て
パ
ケ
ッ
ト
交
換
網
に
接
続
す
る
も
の
の
う
ち
、
電
気
通
信
番
号

め
、
そ
の
基
準
を
維
持
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
端
末

規
則
第
九
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
番
号
を
使
用
す
る
も
の
を
い
う
。

設
備
等
と
国
際
中
継
回
線
を
接
続
し
て
い
る
国
際
交
換
設
備
と
の
間
の
通
話
は
、
こ
の

以
下
同
じ
。
）
に
接
続
す
る
も
の
を
除
く
。
）
相
互
間
の
通
話
（
ア
ナ
ロ
グ
電
話
端
末

限
り
で
な
い
。

と
の
間
の
通
話
を
含
む
。
）
に
お
け
る
通
話
品
質
に
関
し
、
あ
ら
か
じ
め
基
準
を
定

め
、
そ
の
基
準
を
維
持
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
端
末

設
備
等
と
国
際
中
継
回
線
を
接
続
し
て
い
る
国
際
交
換
設
備
と
の
間
の
通
話
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

２

（
同
上
）

２

電
気
通
信
事
業
者
は
、
そ
の
事
業
用
電
気
通
信
回
線
設
備
の
使
用
の
開
始
前
に
、
前

項
の
基
準
を
総
務
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る

場
合
も
同
様
と
す
る
。

（
総
合
品
質
）

第
三
十
五
条
の
十
九
の
二

電
気
通
信
事
業
者
は
、
当
該
電
気
通
信
事
業
者
の
設
置
す
る

事
業
用
電
気
通
信
回
線
設
備
（
ア
ナ
ロ
グ
電
話
端
末
と
接
続
で
き
る
も
の
に
限
る
。
）

に
接
続
す
る
端
末
設
備
等
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
携
帯
電
話
用
設
備
に
接
続

す
る
も
の
に
限
る
。
）
相
互
間
に
お
け
る
通
話
（
ア
ナ
ロ
グ
電
話
端
末
と
の
間
の
通
話

を
含
む
。
）
の
総
合
品
質
に
関
し
、
あ
ら
か
じ
め
基
準
を
定
め
、
そ
の
基
準
を
維
持
す

る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
端
末
設
備
等
と
国
際
中
継
回
線

を
接
続
し
て
い
る
国
際
交
換
設
備
と
の
間
の
通
話
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

電
気
通
信
事
業
者
は
、
そ
の
事
業
用
電
気
通
信
回
線
設
備
の
使
用
の
開
始
前
に
、
前
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項
の
基
準
を
総
務
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る

場
合
も
同
様
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
付
さ
れ
て
い
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
端
末
機
器
の
技
術
基
準
適
合
認
定
等
に
関
す
る
規
則
第
三
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
端
末
機
器
に
係
る
表
示

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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